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 「在宅（その５）について」でございます。事務局より資料が提出されておりま

すので説明をお願いいたします。 

 

 

 はい。薬剤管理官でございます。資料「総－３」をご覧ください。 

  

 本日、在宅で薬剤師が行う訪問薬剤管理指導関連で、 

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

117 

 

説 明 １．在宅対応している薬局の体制評価について 

 

 

 

２ページ目の項目に沿って、ご説明いたします。 
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 ３ページ目は、地域包括ケアシステムにおける薬剤師・薬局の役割のイメージ。 
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 ４ページ目は同時改定の意見交換会での薬剤管理に関する主な意見。 
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 ５ページ目はこれまでの中医協の中の意見。 
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 ６ページ目は訪問薬剤管理の強化イメージで、 

 

①から⑤について、本日議論をいただく予定でございます。 
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 ７ページ目、８ページ目は現行の報酬上の評価。 
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 ９ページ目は、薬局における在宅業務の実施割合で、 

 

７割以上の薬局で実施されているというものでございます。 
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 10ページは在宅医療の報酬上の評価ですが、 

 

薬局の体制評価である調剤基本料は外来の場合と同じとなっております。 
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 11ページ目。 

 

医療用麻薬は在宅対応してる薬局のほうが多く備蓄しており、注射剤は在宅対応

の薬局のみで備蓄されてると。 

  

 医療用麻薬は管理が大変ですが、在宅になると、このような管理が必要となると

いうものでございます。 
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 12ページ目。 

 

在宅などで医療材料も必要になることがありますが、医療材料が患者に応じて 

さまざまな規格の材料を取り揃えておく必要があり、管理が大変で、 

  

 医療材料を購入すると、薬局の購入の場合には、いわゆる逆ザヤが生じてしまう

薬局も４割ぐらいあるという状況でございます。 
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 13ページ目は、 

 

在宅では無菌製剤処理が必要になることがあり、今、共同利用を含めて体制を 

構築しているということで、 

  

 在宅を行う場合は外来とは異なる種類の医薬品、医療材料等の準備が必要であり、 

 

備蓄にかかる負担とかも大きくなってる状況の中、体制評価をどういったことを

考えるかってのが課題としております。 
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説 明 ２．終末期の訪問薬剤管理について 

 

  

  

 次 14ページ目。終末期の訪問薬剤管理です。 
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 15ページ。 

 

薬剤師のターミナルケアの関与は４分の１の薬剤師が経験ありとされています

が、 

  

 課題としては、負担の大きさのほかに、 

 

緊急訪問しても報酬が算定できないケースがあるという回答が多かったもので

ございます。 
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 16ページ目にですね、 

 

訪問薬剤管理指導の評価は訪問回数の上限が設定されており、 

 

麻薬を扱うような末期の悪性腫瘍の患者等の場合は回数が多く設定されてます

が、それでも１カ月ではトータル 12回の算定が限界でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

132 

 

  

  

 17ページ。 

 

麻薬の処方実態でございますが、 

 

がん性疼痛以外の疾患でも麻薬は処方されている実態があるということと、 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

133 

 

  

  

 あと 18ページ目。 

 

これは調剤側の調査ですけれども、 

 

同様に、がん以外の患者に対しても麻薬調剤を行うことがあるというものでござ

います。 
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 19ページ目。 

 

これはターミナルケアにおける薬剤師の訪問回数の調査です。 

  

 こちらはがん患者に対して看取りに関わる機会が多い薬局に対する調査です。 

 

 看取りに近づくと１週間あたりの訪問回数が増えていき、週４回以上訪問する 

ケースも一定数存在してると。 

  

 患者の状況変化により医師の処方に基づく緊急の対応がその都度、必要になると

いうものでございます。 
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 20ページは、がん以外の在宅患者のターミナルケアにおける薬剤師の訪問回数の

調査です。 

  

 がん以外の患者の場合でも看取りに近づくと週３回以上訪問するケースなんか

もありますが、 

 

がんの患者さんではないので回数制限も少なく、月８回を超える算定ができない

となっております。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

136 

 

  

  

 21ページ目。 

 

ターミナルケアの関与は看取り後も不要になった医療用麻薬の回収・廃棄などは

法令上取り扱えるのが免許を持ってる薬局・医療機関に限られますので、看取り後

の対応も必須となっております。 

 

 こういったかたちで、訪問回数の頻度が多くなるような医療実態に対して、どう

いうふうに整理するかというのが課題となっております。 
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 22ページは参考で、 

 

訪問看護の場合は、特定の疾病等の場合は算定日数の制限はない扱いとなって 

おります。 
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説 明 ３．訪問薬剤管理における時間外対応について 

  

 

 

 23ページ。 

  

 ３．訪問薬剤管理における時間外対応です。 
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 24ページ目は、 

 

在宅患者の夜間・休日体制は４分の３の薬局で対応しているという結果です。 
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 25ページ目は夜間・休日の訪問は約３割の薬剤師が実施しており、 

  

 そのうち４割は月１回程度の頻度で実施しているというものでございます。 

 

 訪問内容の大半は調剤ということで、その薬剤を届ける行為も含んでおりますが、

あと３割では麻薬調剤も対応してるというものでございます。 
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 26ページ。これは開局時間外の訪問薬剤管理の状況です。 

  

 上半分は定期訪問の状況ですが、医師の処方時間や患者の希望によっては開局時

間外になることもありますが、通常、深夜・早朝になることはありません。 

 

 一方で、計画外の訪問は深夜・早朝に医師から指示が出ることもあるので、その

ような時間帯に訪問する実績が生じているというものでございます。 
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 27ページ。これは薬剤師の在宅訪問の評価ですが、 

  

 夜間・休日の業務に対する評価は調剤業務に対応する評価はありますが、 

  

 これは来客患者の時間外対応と同様なので、訪問の評価ほどの点数がないという

ものでございます。 

 

 訪問に関しては評価がない状況でございます。 
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 28ページ目は具体的な評価ですが、 

 

医師の訪問の評価のような点数の規模は設定されておりません。 
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説 明 ４．在宅移行時の訪問薬剤管理について 

  

  

  

 29ページ目。 

  

 ４．在宅移行時の訪問薬剤管理です。 
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 30ページ目。在宅に移行する際の薬剤師の関わりと評価のイメージですが、 

  

 在宅移行時には、在宅で適切な服薬管理ができているか、 

これまでの残薬整理とか家庭の状況を踏まえた服薬管理方法の調整、 

あるいは、医師と処方などを相談することなど、 

 

特に薬を多く服用する患者さんに対しては移行期だからこそ必要な業務が多く

あるというものでございます。 

 

 このため、退院時の医療機関との連携から初回訪問までの間に業務が発生するこ

ともあったり、あるいは初回訪問で特に手厚い対応が必要なケースがありますが、 

  

 明確に、こういった業務を評価する仕組みがありません。 
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 31ページ。 

 

処方薬の薬剤管理では外来受診時の対応が多いんですけども、 

  

 新規の在宅患者の受け入れ時など、療養の場を移り変わるときに薬剤の整理とい

うのが求められているというものでございます。 
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 32ページ目。これは具体的な移行時の業務で、 

 

初回訪問前の段階や初回訪問の際に、残薬確認や家族と相談して適切な服薬管理

を決めていく。 

  

 あるいは、医師や看護師等の関係者と処方内容の相談とか必要な情報共有も行う

というものでございます。 
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 次に、33ページ。 

 

認知症患者さんに対しては服薬管理の難しさがあるので、 

 

在宅ではケアマネージャーさんとかとの連携が必要というものでございます。 
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 あと 34ページ。 

 

在宅の場面では、薬を処方する際には外来のように処方箋が交付されてやり取り

するよりも、 

 

最初から処方医と連携して処方内容を調整するような、病院薬剤師が病棟業務で

行うような行為が在宅の場面では生じてます。 

 

 そうなってくると、処方箋交付時には調整後の内容になってますので、 

 

処方内容を照会する必要がないため、外来の場面とは評価される範囲が異なって

いるというものでございます。 
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 35ページ目は、そういった処方内容を調整した具体例でございます。 
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 あと 36ページ目。 

 

これは以前も紹介しましたが、医師と同行して訪問するケースがあり、 

 

こういった場面では在宅の処方内容を調整するということになります。 
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説 明 ５．高齢者施設等における薬剤管理について 

  

  

 

 次に、37ページ目。 

 

高齢者施設等における薬剤管理でございます。 
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 38ページ目に、 

 

在宅や施設の患者の訪問は、施設における評価の範囲や緊急時に訪問する対応の

評価がなかったりしております。 
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 39ページ目は施設類型における課題を示しております。 
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 40ページ目は、 

 

施設でも麻薬の対応を行うことがあるといった内容でございます。 
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 41ページ目。 

 

 こちらは令和４年の調剤報酬改定で評価した、 

 

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算というのと、 
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 あと、42ページ目の在宅中心静脈栄養法加算ということでございますが、 
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 こちらについては、43ページ目のように、 

 

介護報酬のほうで評価の枠組みがないので今、介護給付費分科会で議論されてい

るという状況でございます。 
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 あと 44ページ。これは特別養護老人ホームの対応です。 

 

 現行制度は平成 28 年の改定で特養の訪問について評価を新設しましたが、外来

患者に対する評価と同様になっております。 
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 45ページ。 

 

特養では、残薬の確認や新規入所者の持参薬確認とか再分包とか、 

 

そういったような、関する業務が、負担が大きい業務とされております。 
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 46ページ目のように、 

 

特養に定期的に訪問してる薬局は 12％ほどであり、 

 

そのうち大半は持参薬の確認を行っているという状況です。 
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 47ページ目は、 

 

特養から薬局への相談内容としては、薬剤の特性に応じて対応すべきことの相談

が多いということ。 
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 あと 48ページ目は、 

 

薬局（の薬剤師）が特養に訪問することにより、施設職員の業務負担軽減等に 

役立っているとの調査結果でございます。 
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 49ページ目は特養への訪問実態です。 

  

 週１回以上訪問するのは 71.9％であり、１回の訪問では 20 人以上に対応するこ

とが 74％ほどを占めているというものでございます。 

 

 患者１人当たりの薬学的管理の実施時間で換算すると、５分以上かけてる場合も

あれば１分以内の場合もあり、業務時間に差があるというものでございます。 
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 あと 50ページ。 

 

１カ月の患者１人当たりの算定回数ですが、月 10回以上算定している患者が 

わずかですが、存在していると。 

  

 また、薬局ごとに患者あたりの算定回数の平均を取ると、月５回以上算定して 

いる薬局というのも存在してるという状況でございます。 
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 次、51ページ。 

  

 特養といった、そういった施設訪問も含めまして、患者の服薬支援としては服用

薬剤を服用ごとにまとめる一包化の作業を行うことがありますが、 

  

 こういう施設や患者・家族の求めに応じて対応することも、今後ますます必要と

なっていくというものでございます。 

  

 そういった意味では対応していく必要があるんですが、 

 

こういった施設ごとに異なる求めにどこまで応じていくかという点は、今後の 

薬剤師の業務の課題ではないかと考えているとこでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

167 

 

説 明 ６．課題と論点 

  

 

  

 最後、52、53ってことで、課題と論点をまとめております。 
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 最後、53ページ目に５つまとめてますが、 

 

 １つ目として、在宅患者へ訪問する提供体制を確保できる薬局の体制評価。 

  

 ２つ目として、終末期の患者さんに対して頻回に訪問すること等を踏まえた業務

の評価。 

  

 ３つ目として、時間外対応や緊急時に訪問する場合の評価。 

  

 ４つ目として、在宅移行時に多職種と連携しながら業務を行うことへの評価や 

処方医と連携して処方内容を調整した場合の評価。 

  

 ５つ目として、高齢者施設における、この①から③に示した業務に関する評価に

関して論点を示しております。 

 

 説明は以上です。 
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 はい、ありがとうございました。 
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